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支援が必要な状態になりつつある高齢者が、自宅に閉じこもらず、住み慣れた地域で生き

がいを持っていきいきと暮らし続けられるよう、住民同士の支えあいによるミニデイスタイ

ルの通いの場を運営する団体活動（以下「地域デイサービス」といいます。）に対して、そ

の運営や活動立上げに係る経費を補助することにより当該活動を支え、もって地域で暮らす

要支援者等高齢者の介護予防や閉じこもり防止を進めていくための事業です。 

※介護保険法に基づく｢介護予防･日常生活支援総合事業｣の一つの事業として実施します。 

 

地域デイサービス事業補助金は、次の２種類があります。 
  
準備補助金（１団体につき１回限り） 
 
地域デイサービスの活動を始めるにあたり、あらかじめ必要となる物品・消耗品の購入費、

ボランティア募集経費等を補助するもの。 

 

運営補助金（毎月） 
 
運営経費（運営リーダー費、団体補償保険等加入費、活動場所借上経費、講師への謝礼、

活動に必要な物品の購入費、ボランティアの交通費等）を補助するもの。 

 

 

▼団体・区・あんしんすこやかセンターの役割 

１ 補助事業の趣旨 

 

運営団体 
 

○補助条件に沿った活動・運営 
○区への活動報告書の提出 
○居宅要支援被保険者等 
その他参加者の状況変化に 
応じたあんしんすこやか 
センターとの連携 

あんしんすこやかセンター 
 

○居宅要支援被保険者等のケアマ
ネジメントと運営団体への繋ぎ 

○活動参加者に関する相談対応 
○その他運営支援 
（身近な運営相談） 

 区（介護予防･地域支援課） 
 

○介護予防・日常生活支援総合 
事業全般の運用管理 

○活動団体への補助金の支給 
○研修会・交流会の開催 
○その他運営支援（体操指導等） 

相談・連携 

支援 支援 
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次の（１）～（３）のすべてに該当する活動を「地域デイサービス」とし、補助対象とし

ます。 

 

（１）要支援認定者、基本チェックリスト該当者または継続利用要介護者※１（居宅要支援

被保険者等。以下「対象者」といいます。）のうち、あんしんすこやかセンター（ま

たは同センターが委託したケアマネジャー）が行うケアマネジメントにより、地域デ

イサービスへの参加が望ましいと判断され、かつ、当該活動への参加を希望した方に

対して行う、食事(※２)を含む、３時間程度の心身活性化のための活動(※３) 

※１ 要支援認定者または基本チェックリスト該当者として地域デイサービスを利用して

いた方が、要介護認定を受けた後も継続して地域デイサービスを利用できる場合が

あります。詳細は１９ページ以降をご覧ください。 

※２ 食事は、仕出し弁当の配達、参加者による調理など、運営団体の創意工夫により提

供してください。 

※３ 心身活性化のための活動とは、体操等の軽運動やレクリエーションなど、対象者の

心身状態の悪化予防や改善に効果が期待される活動です。 

 

活動の例  

（例１）出席状況確認⇒おもりを使った体操（30～40 分程度）⇒休憩⇒ 

手芸等の手先を使った創作作業（１時間程度）⇒ 

食事の準備（湯沸設備で味噌汁づくり）～会食（仕出し弁当） 

 

（例２）出席状況確認⇒ストレッチ体操（20～30 分程度）⇒休憩⇒ 

皆でダンスやコーラス（１時間程度）⇒会食（仕出し弁当） 

 

（例３）出席状況確認⇒参加者で食事づくり（メニュー確認→段取り確認→調理→ 

配膳（２時間程度））⇒会食～茶話 

 

（２）対象者が中心(※４)であり、かつ、もっぱら区内に一定の活動拠点を置きながら、地

域の高齢者の方々が参加しやすい形で、定期的（原則として週１回）に行われている

活動 

※４ 対象者が中心とは 

      ①対象者の心身状態の悪化予防を目的に活動が行われていること 

      ②基本的に対象者が利用していること 

 

 

２ 補助の対象となる活動 
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（３）参加する対象者の数に応じて、次の「運営リーダー(※５)」その他支援ボランティア

が活動に就いていること 

参加する対象者の数 運営リーダーの配置数 

対象者の数が １人～１０人 ２人以上 

対象者の数が１１人～２０人 ３人以上 

対象者の数が２１人～３０人 ４人以上 

※５ 運営リーダーは、対象者の受入れその他の活動参加に関する連絡・調整や参加中の

対象者の見守りを行うなど、団体の中心となって活動を支える役目を負う方で、そ

の内、少なくとも１名は、区（または区の委託先）が行う運営リーダー向け研修を、

活動開始前または活動開始後速やかに受講する必要があります。 

 

▼ただし、次に該当する団体は、補助対象外です。 

（１）宗教活動、政治活動又は営利事業を行う団体 

（２）他の助成(※)を受けている団体 

（３）暴力団又はその傘下にある団体 
 

※ 他の助成の例 
 

ふれあい・いきいきサロン事業補助、支えあいミニデイ運営補助、世田谷区高齢者

クラブ助成、地域活動団体に対する物品等助成、身近なまちづくり推進事業補助、地

域の絆連携活性化事業、世田谷区介護予防・健康づくり自主活動団体活動補助など 

ただし、世田谷区保健センター等による運動指導員の派遣は除きます。 

 
 

世田谷区では、世田谷区暴力団排除活動推進条例に基づき、暴力団排除活動を推進し、区民等の安

全で平穏な生活の確保等に努めております。 

そのため、暴力団員による不当な行為を防止したり、不当な影響を排除したりするために必要な場

合には、補助金の交付決定をしないこと、または交付決定の取消し、もしくは関係機関からの意見聴

取を行うことがあります。 

 

対象者の参加費 
  
対象者の活動に係る次の経費は、対象者の自己負担としてください。（ただし、誰もが参

加しやすい金額設定とすること。） 

（１）食費（弁当・飲料・菓子代、調理に係る食材料費） 

（２）活動用消耗品費（各回ごとに必要な材料費等の実費） 
 

※ 対象者以外の方の参加費は、各団体で決めてください。 
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注意事項 
  

（１）プライバシー・個人情報の保護 

・参加者等の個人情報の取扱いには、十分に注意してください。 

・個人情報を記した書類を、他人の目に触れるような場所に置いたままにしないでくだ

さい。 

・個人情報を記した書類は、鍵のかかる場所にしまうなど、誤って捨ててしまったりし

ないよう、きちんと保管及び管理をしてください。 

・参加者のプライバシーを守り、他人にうっかりと個人情報を漏らさないようにしてく

ださい。 

（２）新規参加者の受入れ 

 ・既存活動グループからの移行の場合であっても、新規に対象者を受け入れましょう。 

（３）団体補償保険・ボランティア保険への加入 

・活動運営にあたっては、事故等に十分注意するとともに、万が一に備え、安心して活

動ができるよう、傷害保険に加入してください。 

・参加者のうち、対象者の傷害保険は、区が一括で加入します。 

・支援者の傷害保険については、活動団体で加入してください。 

・対象者以外の参加者について、参加者から金額を徴収する等により、なるべく傷害保

険に加入してください。  

（４）あんしんすこやかセンターとの連携 

・対象者の状態の変化に応じて、適宜、あんしんすこやかセンター等へ連絡してくださ

い。 

（５）事故発生時の対応 

・活動中に不測の事態が発生した場合は、必要な応急対応（できる範囲内で）を行うと

ともに、速やかにあんしんすこやかセンターまたは介護予防･地域支援課に連絡をして

ください。 

・事後に区から報告を求めることがあるため、必ず記録（事故発生時の状況や原因、経

過等）を残してください。 

（６）衛生上の管理 

・必要に応じ、感染症等の対策を行いましょう。 

・食事の準備時など、飲食物の取扱いにあたっては、衛生管理に充分注意の上、手洗い

や消毒をしましょう。 

・調理を行う際は、しっかり火を通して提供するようにしましょう。 

（７）報告等書類の準備 

・補助金の請求にあたっては、複数の書類の提出が必要となります。日頃から準備をし

ておくとともに、領収書等の書類を無くさないよう、きちんと保管･管理をしてくださ

い。 
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団体登録申出書 

団体登録通知書 

 

 

地域デイサービスの活動を始めようとする方は、事前に区への団体登録が必要です。下記

の必要書類を、介護予防・地域支援課へご持参ください。 

書類の提出前に、まずはお電話等にてご相談ください。 
  
団体登録の申出に必要な書類 

 
 ●世田谷区地域デイサービス事業活動団体登録申出書（・・・巻末添付用紙①） 
 
※ 申出にあたっては、巻末の用紙をコピーしてご使用ください。 

※ 書類を作成する際は、消せるボールペンは使用しないでください。 

※ 審査の結果、団体登録を認めた場合は、団体登録通知書を交付します。 

なお、団体登録は一度行えば、年度ごとに再度手続きをする必要はありません。 

 

 

【団体登録の手続きフロー】 
 

 
 

  

  
                  

  
             
              
  
 
        

 

 

              
  
 
 
 

 

 

 

 

 

３ 開始前に行う団体登録の手続き 

 

地域デイサービスの活動を始めよ

うとする団体は、あらかじめ区へ

の団体登録を行ってください。 

 

年度ごとに再度手続きをする必要

はありません。 

活
動
の
準
備
を
始
め
る
前 

団体登録申出 

区の確認 

団体登録決定 

提出書類 

区から送付 
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地域デイサービスの活動を始めるにあたり、あらかじめ必要となる物品・消耗品の購入費、

ボランティア募集経費等を補助します。 
 

補助対象となる団体 
  

地域デイサービスの運営を始めようとしている団体 

※ 新規に活動を立上げるグループだけでなく、既存の活動グループからの移行でもかま

いません。 
 

補助の対象となる経費 
  
●活動立上げ経費（上限金額以内で実際にかかった額まで） 
 

活動を始めるにあたり、あらかじめ必要となる物品・消耗品の購入費、ボランティア募

集経費、研修の講師謝礼、その他区が認める経費 
 

※ 交付の決定を受けた日から、活動を始めた日の２か月後の月末までに要した経費が

補助対象となります。活動を始めた日の２か月後の月末が、年度をまたぐ場合は、３

月末日までに要した経費が補助対象となります。 
 

▼注意 

（１）最終的に個人の所有･利益に帰することになる物品等の購入費等は、補助金の対象と

なりません（補助金を充てられません）。 

（２）補助金により購入等をした物品・消耗品など、補助金を充てて得たものは、当該地

域デイサービスの活動のためだけに利用してください（他の活動に利用しないこと）。 

（３）補助金の清算時に備え、支出経費に関する領収書、内訳書など、補助対象経費である

かどうかの確認に必要な書類等を保管し、整えてください。 
 

  補助金額 
  
●１００，０００円を上限とした実費額 

  

算出例 

・物品：運動具（会共有の運動用錘り等）、会食用物品（皿、調理器具等） 

⇒おもりバンド4,039*10＋食器等1,000*25＋調理器具15,000=80,390円 

・ボランティア募集経費：紙代、印刷代など ⇒5,000円 

・研修(勉強会等)費用：講師謝礼 ⇒15,000円 

  

合計100,390円 

➡実費合計が上限額を超えているので、補助支給額は100,000円 

４ 地域デイサービス準備補助金 概要 
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地域デイサービス準備補助金を申請するためには、あらかじめ交付申請が必要です。下記

の必要書類を、介護予防・地域支援課へご持参ください。 

 

交付申請に必要な書類 
 
 ●世田谷区地域デイサービス事業準備補助金交付申請書（・・・巻末添付用紙②） 

●収支予定書                   （・・・巻末添付用紙③） 

●口座振込依頼書兼登録申請書           （・・・巻末添付用紙④） 
 

※ 補助金は、団体の代表者の口座に振り込まれます。 
※ 補助金の振込口座として、団体名義もしくは団体代表者名義以外の口座を指定する場合は、委任状 

を提出してください。 
※ 通帳かキャッシュカードの口座名義、口座番号、銀行コード等がわかる部分のコピーを添付してく 

ださい。 

 

手続き期限 
 
 原則として、準備開始前までに申請してください。 

ただし、区で必要と認めた場合は、準備開始後の申請も可とします。 
 
※ 申請にあたっては、巻末の用紙をコピーしてご使用ください。 

※ 書類を作成する際は、消せるボールペンは使用しないでください。 

※ 修正テープや修正液での訂正はできません。訂正箇所を二重線で取り消し、その上に押

印してください。 

 

交付の決定 
 
介護予防・地域支援課で交付申請書類等を審査し、補助金交付の可否を決定します。 

補助金の交付を決定したときは、下記の書類をお送りします。（手引きには添付していま

せん。） 

●世田谷区地域デイサービス事業準備補助金交付決定通知書 

●世田谷区地域デイサービス事業準備補助金交付請求書 

  

５ 地域デイサービス準備補助金 交付申請 
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準備補助金の交付の決定を受けた日以降速やかに、補助金の交付請求を行ってください。 

 

請求に必要な書類 
 
 ●世田谷区地域デイサービス事業準備補助金交付請求書 

 

手続き期限 
 
 交付決定後、速やかに（最終期限は年度の末日） 

 

 

 
 

準備が完了したときは、準備補助金の実績報告及び清算を、所定の手続き期間内に、下記

の用紙により行ってください。下記書類は、補助金の交付決定時にお送りします。 

 

実績報告と清算に必要な書類 
 
 ●世田谷区地域デイサービス等事業補助金実績報告書兼清算書 

●領収書、内訳書その他補助対象経費であるかどうかの確認に必要な書類等 

●収支報告書 

●その他、区が必要と認めるもの 
 

 

手続き期限 
  
 準備完了の日から１４日以内 
 
※ 活動を始めた日の２か月後の月末までに要した経費が補助対象となるため、手続き期限

は活動を始めた日から２か月後の月末から１４日以内となります。ただし、年度をまた

ぐ場合は３月３１日が最終期限です。 
 
 

残金の返納 
 
清算の結果、補助金に残金が生じたときは、区が発行した納付書により、区長が指定する

日までに返納してください。 

６ 地域デイサービス準備補助金 請求 

 

７ 地域デイサービス準備補助金 実績報告と清算 
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準備補助金交付申請書 

収支予定書 

口座振込依頼書兼登録申請書 

 

原則として、準備

開始前に申請して

ください。 

１
団
体
１
回
限
り 

交付申請 

区の審査 

交付決定 

提出書類 

準
備
開
始
前 

 

補助金は概算払いとなり

ますので、準備完了後に

清算をしていただきま

す。 

 

補助金は、交付申請の際

に登録申請をいただいた

口座に振り込まれます。 

請求 
提出書類 

交付決定後速やかに 

区から送付 

不交付決定の場合 

交付決定通知書 

不交付通知書 

準備補助金交付請求書 

交
付
決
定
後 

支払い 

８ 準備補助金の手続きフロー 

 



10 

 

 
 

 
 
 
 

  
  
                  

  
             
              
  
 
        

 

 

              
  
 
 
 

実績報告書兼清算書 

領収書 

収支報告書 

その他区が指示する書類 

１
団
体
１
回
限
り 

実績報告・清算 

区の審査 

返納額決定 

準備完了後１４日以内に 

準
備
完
了
後 

返納 納付書により期日までに納付 

区から送付 

（交付した補助金に残金が生じた場合） 

納付書 

提出書類 
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地域デイサービスの毎月の運営経費（運営リーダー費、団体補償保険等加入費、活動場所

借上経費、講師への謝礼、活動に必要な物品の購入費、ボランティアの交通費等）を補助し

ます。 
 
 

補助対象となる団体 
  

地域デイサービスの運営団体 
 
 

補助の対象となる経費 
  
●活動運営支援経費（運営リーダー費、団体補償保険等加入費(※１)、事務費） 

●活動場所借上経費及び光熱水費 

●その他、次の経費 

 ・講師への謝礼（技術指導者等への謝礼） 

 ・活動に必要な物品の購入費、レンタル料等 

（各回に必要な活動用材料費等の消耗品費は除く） 

 ・ボランティアの交通費 
 

※１ 補助対象となる団体補償保険等加入費は、運営リーダー及び支援ボランティアに限

ります。また、本事業の対象者の参加者の傷害保険は、区が一括で保険に加入しま

す。それ以外の一般参加者分は補助対象となりませんので、ご注意ください。 

※２ 対象者以外の方が参加する可能性もあるため、参加者数の増減が影響しない経費

（活動場所借上費用や間接経費等）を補助対象とします。 ただし、対象者に対応し

ていただく運営リーダー費については、対象者の数に応じて必要数を配置していた

だくことで補助対象とします。 

 

▼注意 

（１）次の経費は、補助金の対象となりません（補助金を充てられません）。 

  ・最終的に個人の所有･利益に帰することになる物品等の購入等費 

  ・弁当代、食材料費等の飲食に係る経費 

  ・ボランティアの交通費以外の交通費 

  ・各回に必要となる活動用材料費等の消耗品費 

（２）補助金により購入等をした物品・消耗品など、補助金を充てて得たものは、当該地

域デイサービスの活動のためだけに利用してください（他の活動に利用しないこと）。 

（３）年度末の補助金の清算時に備え、支出経費に関する領収書、内訳書など、補助対象経

費であるかどうかの確認に必要な書類等を保管し、整えてください。 

 

９ 地域デイサービス活動補助金 概要 
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  補助金額 
  
●活動運営支援経費（上限金額による概算払い） 

参加する対象者の数 補助金の交付額（１団体１回あたり） 

対象者の数が １人～ ５人 12,000円 

対象者の数が ６人～１０人 12,500円 

対象者の数が１１人～１５人 19,000円 

対象者の数が１６人～２０人 19,500円 

対象者の数が２１人～２５人 25,500円 

対象者の数が２６人～３０人 26,000円 

 

算出例 

対象者が１～５人で運営リーダー２名必置の場合 

   ・運営リーダー費：＠1,１２０*５ｈ*２人=１１,200円 

   ・ボランティア交通費：＠３00*１人=３00円 

   ・消耗品：５00円                 合計12,000円 
 

※ 上記は一例です。「補助の対象となる経費」に記載した経費であれば、 

  どのような内訳で補助金を使うか団体で決めてかまいません。 

 

●活動場所借上経費及び光熱水費（令和６年度見直し） 

貸出を行っている施設を有償で借用する場合 

活動１回当たり３，０００円（上限） 

※ 契約書、料金表等により会場使用料の根拠が明示できる場合に限ります。 

 

使用料が算出できない場合及び自前の会場を使用する場合 

活動１回当たり５００円（光熱水費相当） 
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地域デイサービスの活動を始めようとする方（団体登録終了後）、または年度を越えて活

動を継続する方は、あらかじめ地域デイサービス活動補助金の交付申請が必要です。下記の

必要書類を、介護予防・地域支援課へご持参ください。 
 

交付申請に必要な書類 
 
 ●世田谷区地域デイサービス事業活動補助金交付申請書（・・・巻末添付用紙⑥） 

●収支予定書                   （・・・巻末添付用紙⑦） 

●運営リーダー名簿                （・・・巻末添付用紙⑧） 

●年間活動計画書（予定）             （・・・巻末添付用紙⑨） 

●口座振込依頼書兼登録申請書           （・・・巻末添付用紙⑩） 

●会場使用料の根拠が確認できる契約書、料金表等 

（活動場所を有償で借用しており、借上経費を申請する場合） 
 
※事前に準備補助金の申請を行っている場合で、口座振込依頼書を提出済みの場合は、ここでの口

座振込依頼書の提出は不要です。 
 

手続き期限 
 

  新規に活動を開始する場合 

活動開始前まで 

年度を越えて活動を継続する場合 

毎年４月の末日（当該末日が閉庁日にあたる場合は、その直前の開庁日）まで 
 
※申請にあたっては、巻末の用紙をコピーしてご使用ください。 

※書類を作成する際は、消せるボールペンは使用しないでください。 

※修正テープや修正液での訂正はできません。訂正箇所を二重線で取り消し、その上に押

印してください。 
 

交付の決定 
 

介護予防・地域支援課で交付申請書類等を審査し、補助金交付の可否を決定します。 

補助金の交付を決定したときは、下記の書類をお送りします（手引きには添付していませ

ん）。 

●世田谷区地域デイサービス事業活動補助金交付決定通知書 

●世田谷区地域デイサービス事業活動補助金交付請求書 

●世田谷区地域デイサービス事業活動補助金交付請求額内訳書 

●世田谷区地域デイサービス事業活動補助金活動報告書・別紙 

●世田谷区地域デイサービス事業活動補助金参加者等名簿 

１０ 地域デイサービス活動補助金 交付申請 
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活動補助金の支払いは、毎月行います（実施月の翌月払いとなります）。 

地域デイサービスを実施した月ごとに、当月実施分に係る補助金の交付請求と活動報告を、

翌月の手続き期間内に行ってください。下記書類は、補助金の交付決定時にお送りします。 

 

請求と活動報告に必要な書類 
 
 ●世田谷区地域デイサービス事業活動補助金交付請求書 

 ●補助金交付請求額内訳書 

 ●世田谷区地域デイサービス事業活動報告書・別紙 

 ●参加者等名簿 

 

手続き期限 
 
 原則として実施月の翌月の１日から１５日まで 

 

 

 
 

年度末に年間の実績報告(収支報告等)と清算手続きをしていただきます。 

年度が終了したとき、または地域デイサービスの活動を中止したときは、当該年度に係る

活動補助金の実績報告及び清算を、所定の手続き期間内に行ってください。 
 

実績報告と清算に必要な書類 
 
 ●世田谷区地域デイサービス等事業補助金実績報告書兼清算書 

●領収書、内訳書その他補助対象経費であるかどうかの確認に必要な書類等 

●収支報告書 

●地域デイサービス事業成果書 

●その他、区が必要と認めるもの 
 

 

手続き期限 
  
 年度終了の日又は活動中止の日から１４日以内 
  

残金の返納 
 
清算の結果、補助金に残金が生じたときは、区が発行した納付書により、区長が指定する

日までに返納してください。 

１１ 地域デイサービス活動補助金 請求・月例活動報告 

 

１２ 地域デイサービス活動補助金 年度末の実績報告と清算 
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活動補助金交付申請書 

収支予定書 

運営リーダー名簿 

年間活動計画書（予定） 

口座振込依頼書兼登録申請書 

 

交付決定後、運営リー

ダーの交代や対象者の

人数の区分の増、活動

の中止等、申請内容に

変更があった場合は別

途手続きが必要となり

ますので、ご連絡くだ

さい。 

交付申請 

区の審査 

交付決定 

提出書類 

活
動
開
始
前
／
年
度
当
初 

 

補助金は概算払いとなり

ますので、年度末に清算

をしていただきます。 

 

補助金は、提出書類の審

査完了後、登録している

口座に振り込まれます。 

請求 
提出書類 

各月ごとに、実施月の翌月１５日までに 

区から送付 

不交付決定の場合 

交付決定通知書 

不交付通知書 

活動補助金交付請求書 

補助金交付請求額内訳書 

活動報告書・別紙 

参加者等名簿 

活
動
開
始
後 

支払い 

新規活動開始前／毎年度４月末までに 

区の審査 

毎
年
度 

１３ 活動補助金の手続きフロー 
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実績報告書兼清算書 

領収書 

地域デイサービス事業成果書 

収支報告書 

その他区が指示する書類 

毎
年
度 

実績報告・清算 

区の審査 

返納額決定 

年度終了後４月１４日までに 

年
度
終
了
後 

返納 納付書により期日までに納付 

区から送付 

（交付した補助金に残金が生じた場合） 

納付書 

提出書類 
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 区民 あんしんすこやかセンター 
地域デイサービス

活動団体 

介護予防･ 

地域支援課 

事
前
準
備 

  

 

    

    

事
業
実
施 

  

 

 

 

 

  

  

事
後
処
理 

    

１４ 参加者受入れから月例報告までの流れ 

 

活動報告 
補助金請求 受理・審査 

居宅要支援被保険者等の中から参加希望者を把握 

参 加 開 始 

参加受付受理 

ケアマネジメント実施 
帳票作成 

補助金交付 

報告・相談 

（必要時） 

通所継続 

本人見学及びあんすこ同行 

＜必要に応じて＞ 

受理 

＜代表者へFAX、郵送 

または持参にて 

参加連絡票を渡す＞ 

＜あんすこから団体代表者へ電話にて受け入れが可能かどう

かを確認し、可能であれば氏名･住所･年齢を伝える。＞ 

＜活動月の翌月１５日まで（毎月）＞ 

参加連絡票 
作成 
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地域デイサービス 参加連絡票 

 

年   月   日 

  代表者           様  

  団体名(           ) 
 

下記の利用者につきまして、よろしくお願いいたします。 

 

 

性別 男 ・ 女 年齢  

住所 

(町丁目まで) 

 

世田谷区 

認定区分等   □基本チェックリスト該当者    □要支援認定者 

地域デイサービスに 

通う目標 
 

健康状態等 

代表者への 

連絡事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ ん す こ 名 

担 当 者 名 

 

 

 

 

あんすこ⇒地域デイサービス団体代表

者 

参考 
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「地域デイサービス事業」は、介護保険法に基づき実施される介護予防・日常生活支援総

合事業（以下「総合事業」といいます。）の介護予防・生活支援サービス事業（以下「サー

ビス事業」といいます。）のうち、世田谷区からの補助を受けた住民の皆さまにより提供さ

れる「住民主体型サービス」に該当します。 

総合事業の対象者（利用者）は、今まで要支援者及び基本チェックリスト該当者（事業対

象者）でしたが、国は、令和２年10月に介護保険法施行規則の一部を改正する省令（令和２

年厚生労働省令第176号）を公布し、総合事業のうち、補助により提供されるサービス（世田

谷区における「地域デイサービス事業」）の対象者の弾力化（一部拡大）を行う見直しを実

施しました。 

今般の制度改正は、利用者本人の希望を踏まえ地域とのつながりを継続するため、「総合

事業のうち、補助により実施されるサービス事業の対象者に、要介護認定による介護給付サ

ービスを受ける前から、補助により実施されるサービス事業を継続的に利用する居宅要介護

被保険者（市町村が認める者に限る）」を新たに対象者に加えるものです。 

 

 

本改正を受け、世田谷区では、令和４年４月１日より、地域デイサービス事業の対象者に、

従来の要支援者等に加え、「要支援者等として地域デイサービスを利用し、その後要介護認

定による介護給付サービスを受けた後も継続して地域デイサービスを利用する要介護者」を

追加しました。 
 

◆地域デイサービス事業活動補助金の補助対象者【令和４年４月１日～】 
 

① 要支援１・２の認定を受けている方 

② ６５歳以上で基本チェックリストの結果、一定の基準に該当した方（事業対象者） 

③ 継続利用要介護者 

※ いずれも、ケアプランに地域デイサービスが位置付けられていることが必要です。 
 

※ すべての地域デイサービスを運営する団体が、継続利用要介護者を受入れなければならな

いわけではありません。具体的な継続利用の可否については、要介護となった利用者と、地

域デイサービスを運営する団体との間で決められます。 

また、上記の判断に加え、要介護となった利用者の希望を踏まえ、介護支援専門員（ケア

マネジャー）がケアマネジメントの中で利用の適切性を判断します。 
 

※ 継続利用要介護者を受入れるかは団体の判断によるため、定期的に受入意向調査を行いま

すので、ご協力をお願いいたします。

１５ 総合事業の対象者の弾力化について 

 

１６ 世田谷区の対応の概要 

 

継続利用要介護者の受入れについて 
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継続利用要介護者を受け入れるにあたっては、補助要件に沿った運営を行っていただくほ

か、以下の点にご留意いただきながら運営を行っていただく必要があります。 

 

（１）「１８ 継続利用要介護者の地域デイサービス利用の流れ」を参照しながら、要介護

者ごとに緊急時等の連絡・相談先を整理（「地域デイサービス 継続利用要介護者情報」

を使用）していただきます。 

※ 「地域デイサービス 継続利用要介護者情報」は居宅介護支援事業所が作成します。 

 

（２）要介護者への支援に不安がある場合の対応等について、事前に介護支援専門員やあん

しんすこやかセンター等に相談いただきます。 

※ 相談先は、要介護者が介護給付サービスを受けている間は介護支援専門員（居宅介護

支援事業所）、介護給付サービスを利用しなくなった後はあんしんすこやかセンターが

主となります。これは、ケアマネジメントを実施する主体が介護給付サービスを受けて

いるか否かで変わるためです。 

 

（３）必要に応じてサービス担当者会議に参加し、必要な情報を提供いただきます。 

 

（４）要介護者の緊急時や状態変化時、長期欠席など利用状況に変化があった際（「２０ 

継続利用要介護者の緊急時等における流れ」を参照）に、（１）で事前に整理した要介

護者ごとに整理した連絡・相談先を用いて対応いただきます。 

 

（５）「地域デイサービス事業活動報告書」の「継続利用要介護者通信欄」に、要介護者の

状態変化・長期欠席があった場合に介護支援専門員等と共有した内容を報告するほか、

「参加者名簿」の「継続利用要介護者」欄に氏名を記載し、利用状況を報告してくださ

い。 

１７ 継続利用要介護者を受入れる団体が行うこと 
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居宅介護支援 

事業所 

利用者 

（本人） 

あんしんすこやかセンター 

（地域包括支援センター） 

地域デイサービス 
実施団体 

介護予防･ 

地域支援課 

要

支

援

・

事

業

対

象

者 

   

 

    

    

要

介

護

者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケアプランに基づくサービ

ス提供 

要介護者の利用が続く

間、状態や利用状況の変

化について、居宅介護支
援事業所等へ情報提供 
◆状態変化（例） 
・開催日時を間違える 
・食事や排泄が自立でき

なくなってきている等 
◆長期欠席（例） 
・要介護者が２回連続で

欠席し、本人と連絡が
とれない場合 等 

要介護認定 

団体が受入可、かつ、利

用が適切な場合（ケアプ

ランに位置付けられた場

合）、通所継続が可能 

※介護給付の併用が前提 

居宅介護支援における月１回のモニ

タリングを通じて状態変化に留意、

状態に変化がある場合は改めてアセ

スメントし必要な対応(地域デイサー
ビスの利用の適否の判断等) 

モニタリングの結果、介護給付の利用がなくなり地域デイ

サービスのみ利用となった場合・・・ 

居宅介護支援へ移行 

居宅介護支援事業所と利用者で契約 

居宅介護支援の手続きによるケアプ

ラン原案作成(地域デイサービスをプ
ランに位置づけ) 
※介護給付を併用する場合のみ、継

続利用要介護者として、地域デイ

サービスの継続利用が可能 

要介護認定が判明した時点で、利用者
へ継続利用の意向を確認、実施団体へ
も連絡 

※「継続利用要介護者」に該当するか

迷う場合は、区へ連絡 

アセスメント 

※継続利用を希望している場合は、

実施団体へ提供できるサービスの
内容を確認し、①介護給付を受け

ながら引き続き地域デイサービス

を利用できること、②提供できる

サービスの内容を説明し、継続利

用の意向を再確認 

実施団体へアセスメントの結果を

伝え受入可否を再確認 

提供できるサービスについ
て情報提供、居宅介護支援
事業所のアセスメントか
ら、（できるだけ迅速に）

受入可否を判断し伝える 

ケアプランに基づく通

所 

介護予防ケアマネジメントＢへ移

行  

※介護予防ケアマネジメント依頼

届を提出（詳細「介護予防ケアマ

ネジメントマニュアル」を参照） 

サービス担当者会議 必要に応じサービス担当者

会議に参加 

ケアプランの引継ぎ 

介護予防支援または介護予防ケアマ

ネジメントの手続きによるケアプラ

ン作成 

※居宅介護支援事業所へマネジメン

トを再委託している可能性もある

が、その場合も、実施団体との窓

口はあんしんすこやかセンター 

ケアプランに基づく通

所 

ケアプランに基づくサー

ビス提供 

必要に応じサービス担当者会議に参加 

※ケアプランを引き継ぐ際に「要支援

者等」として地域デイサービスを利

用していた際の目標や利用者の状態

像を引き継いでいれば、必ずしもサ

ービス担当者会議に参加する必要は

ない 

ケアプランの引継ぎ 

※実施団体との顔つなぎ(区が実施団体
へ事前に行った受入意向調査で「受
入可」とした団体の情報を提供)を行
うとともに、利用者の意向の引継

ぎ・継続利用の適否について助言す

る等の支援を、居宅介護支援事業所

へ行う 

アセスメントの結果、地域デイサービ

スの利用が適切と判断し、かつ、実施

団体が受入可の場合、、、 

本人の同意を得た上で「地域デイサー
ビス 継続利用要介護者情報」を作成し
実施団体へ情報提供 

「継続利用要介護者」に

該当するか判断 

どのような時（状態変化・長期欠席等）に連絡をとり
合うのか、通所前及び随時、互いに確認し合う 

提供された「地域デイサー
ビス 継続利用要介護者情

報」を管理 

例月の活動報告時に継続利
用要介護者を含め報告・交
付請求 
※通信欄を用いて、要介護

者の状態変化・長期欠席
についても報告 

※継続利用要介護者の利用があった団体 

受理・審査 

補助金交付 

※通信欄から、要介護者

の状態変化・長期欠

席 が 見 ら れ た 場 合

は、実施団体へ居宅

介護支援事業所に情

報提供済か確認、未

なら情報提供勧奨 

≪活動月の翌月15日まで(毎月)≫ 

１８ 継続利用要介護者の地域デイサービス利用の流れ 
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地域デイサービス 継続利用要介護者情報

◆継続利用要介護者の状態変化時・長期欠席時・緊急時などの連絡先

【居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）】

【ご家族】※複数名必要な場合は適宜補記する。

【あんしんすこやかセンター（ケアマネジャー）】

【地域デイサービス実施団体 留意事項】

《情報共有すべき事項》

※どのような時(状態変化・長期欠席等)にケアマネジャーに連絡するか記載する

年　　　月　　　日

※日中、連絡のつく連絡先

電話番号
(固定)

電話番号
(携帯)

氏名 続柄

生年
月日
電話
番号

担当者名

◆継続利用要介護者の基本情報

（居宅介護支援事業所↔地域デイサービス実施団体 共有用）

電話番号
(固定)

電話番号
(携帯)

氏名

住所

事業所名

あんしんすこやかセンター 担当者名

※継続利用要介護者に状態変化があったとき及び長期欠席があったときは、要介護者を
担当するケアマネジャーに相談する。（要介護者が介護給付を「利用している」→居宅
介護支援事業所、「利用していない」→あんしんすこやかセンター）
※継続利用介護者の緊急時(ケガ・病気等)には、要介護者を担当するケアマネジャーに
連絡するとともに、ご家族へも連絡する。

本紙に記載される情報は、ご利用者様が安全に「地域デイサービス」に通われるために、居宅介護支
援事業所(ケアマネジャー)と地域デイサービス実施団体との間で共有されますので、ご了承くださ
い。

※自治体名・町名までで可

※日中、連絡のつく連絡先

住所

電話番号

１９ 地域デイサービス 継続利用要介護者情報 
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◆緊急時 

 ⇒次ページの「継続利用要介護者の緊急時の対応について」により対応する。 

 

◆状態変化・長期欠席 

 ⇒個々の要介護者の状態によって何をもって状態変化となるのか変わってくるため、 

  全ての要介護者に共通する必ず現れるような変化を捉えるのは困難です。 

  どんな時にケアマネジャー(居宅介護支援事業所)へ連絡するのか、要介護者ごとに事前

及び随時確認し共有しておきましょう。 ※以下に、状態変化等の例を記載します。 

 

⚫ 状態変化（例） 

・開催日時を間違える 

・食事や排泄が自立できなくなってきている 

・自分の足で通えず、会場へ来るために付き添いが必要になってきた 

⇒心身機能・認知機能の衰えなど、何らかの理由でＡＤＬ(日常生活動作)の低下がみら

れます。担当のケアマネジャー(居宅介護支援事業所)と情報共有し、地域デイサービ

スの利用の適否についてあらためて相談しましょう。 

 

⚫ 長期欠席（例） 

・要介護者が２回連続で欠席し、本人と連絡がとれない場合 

⇒何らかの理由で欠席したものと考えられますが、地域デイサービスは介護保険事業の

１事業であり、プラン通り通所することで利用者の自立につながるという側面があり

ます。担当のケアマネジャー(居宅介護支援事業所)と情報共有し、今後の要介護者の

参加に留意しましょう。

２０ 継続利用要介護者の緊急時等における流れ 

 



 

《継続利用要介護者の緊急時の対応について》 

●ケガ・病気等緊急事態が発生した場合 

（１）運営リーダーを中心に対応。当日の参加者に協力を求める。 

（２）落ち着いて行動する。  

（３）必要時、応急手当てをする。 

（４）必要時、救急車の手配をする。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 
※上記のフローチャートにそって対応し、並行して「地域デイサービス 継続利用要介護者情報」で整理し

た連絡先(ケアマネジャー・ご家族)へ連絡する。

◆緊急を要する可能性のある症状 

・突然の激しい頭痛、胸痛、腹痛 

・突然の高熱 

・ふらつき、立っていられない 

・息切れ、呼吸困難 

・顔面蒼白、冷や汗など 

意識の確認 

◆熱中症の症状 

Ⅰ度：めまい、失神、筋肉痛、

筋肉の硬直、手足のしび

れ、気分不快 
◆緊急を要する可能性のある

症状 

Ⅱ度：頭痛、吐き気、嘔吐、倦

怠感、虚脱感 

Ⅲ度：意識障害、けいれん、手

足の運動障害、高体温 

意識なし 

 

意識あり 

救急車を呼んだ方がいいかな？と迷ったら・・・ 

東京消防庁救急相談センターへ → ＃７１１９（携帯電話、PHS、プッシュ回線） 

※緊急を要する可能性のある症状の場合は、すぐに救急車を呼びましょう → １１９番 

事前に「地域デイサービス 継続利用要介護者情報」等を活用し、 

緊急時の連絡先を確認しておくこと。 

 

●声掛けを行う 

肩をやさしくたた

き、大きな声で名

前を呼ぶ 

●救急車の手配 

→１１９番 

●心肺蘇生 

呼吸が止まってい

ることを確認後 

①胸骨圧迫 
強く(５cm)、速く

(100～120回/

分)、絶え間なく 

②胸骨圧迫と人工

呼吸 

胸骨圧迫 30回と

人工呼吸 2回組み

合わせ 

●ＡＥＤ 

頭痛 

◆低血糖の症状 

・冷や汗、手足のふるえ、

顔面蒼白、頭痛など 

◆緊急を要する可能性の

ある症状 

・意識障害など 

胸痛 腹痛 気分不快 

◆症状 

・打った部分の腫れ 

◆緊急を要する可能性の

ある症状 

・頭部をぶつけた場合、吐

き気、意識の低下など 

転倒 

◆対応 

・動かさず、衣類のボタン

を外し、安静にする（骨

折している可能性もあ

るため） 

・転倒して打った部分を冷

やす 

・状態観察 

（起こりやすい体調の変化） 

冷や汗 

◆対応 

・糖尿病の方は、ブドウ糖

や砂糖、ブドウ糖を含む

清涼飲料水をとり、安静

にする 

・早期に受診する 

手足のふるえ 

◆対応 

・無理に動かさず、衣類のボタンを外

し、楽に呼吸ができるようにする。 

・顔を横に向ける（吐物で窒息を防ぐ） 

めまい 

◆対応 

・涼しい場所へ移動する 

・体を冷やす（首、脇の下、太

ももの付け根に濡らしたタオ

ルや冷えたペットボトルを当

てる） 

・水分・塩分の補給 

◎症状が回復した場合も、早め

の受診を勧奨する。 
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＜運動を始める前に体調のチェックをしましょう＞ 

 
ひとつでも「はい」があったら運動は控えましょう。 
 

 

① 痛みがある（首・肩・腰・膝・その他）  ⑦ 睡眠不足で体調が悪い  

② 熱がある  ⑧ 腹痛がある（下痢・便秘・その他）  

③ 身体がだるい  ⑨ 少し動いただけで、息切れや動悸がする  

④ 吐き気がある、気分が悪い  ⑩ 咳や痰が出る  

⑤ 耳鳴りがする  ⑪ 胸が痛い  

⑥ 過労気味で、体調が悪い  ⑫ (夏季)熱中症情報がでている  

参考 

出典：総務省消防庁「救急車利用リーフレット 高齢者版」 

○：はい △：少し気になる ×：いいえ 
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 【団体登録の申出に必要な書類】 

○世田谷区地域デイサービス事業活動団体登録申出書・・・・用紙① 

 

【準備補助金交付申請に必要な書類】 

①世田谷区地域デイサービス事業準備補助金交付申請書・・・用紙② 

②収支予定書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・用紙③ 

③口座振込依頼書兼登録申請書・・・・・・・・・・・・・・用紙④ 

④委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・用紙⑤ 

 

 【活動補助金交付申請に必要な書類】 

①世田谷区地域デイサービス事業活動補助金交付申請書・・・用紙⑥ 

②収支予定書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・用紙⑦ 

③運営リーダー名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・用紙⑧ 

④年間活動計画書（予定）・・・・・・・・・・・・・・・・用紙⑨ 

巻末 

手続き用紙 
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世田谷区地域デイサービス事業活動団体登録申出書 

申出日     年   月   日      

世田谷区長あて 

 世田谷区地域デイサービス事業の活動団体登録を次のとおり申し出ます。 
 

活動団体名
フ リ ガ ナ

  

申出者の氏名
フリガナ

  

代表者の氏名等 

〒 

住所 

氏名
フリガナ

 

連

絡

先 

氏名
フリガナ

(代表者と同じ場

合は省略可) 
 

電話番号  

ﾌｧｸｼﾐﾘ番号  

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

活動団体の運営ﾒﾝﾊﾞｰ ※書ききれない場合は、別紙で作成し、添付してください。 

 

 

運営リーダー 住所 〒 

氏名
フリガナ

 

住所 〒 

氏名
フリガナ

 

住所 〒 

氏名
フリガナ

 

住所 〒 

氏名
フリガナ

 

他の支援ﾒﾝﾊﾞｰ 氏名 

氏名 

氏名 

氏名 

氏名 

用紙１ 

【２枚目もご記入ください。】 
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予定活動内容 

 活動の開始可能時

期 

 

    年    月 から開始可能 

活動場所 名称  

所在地 世田谷区 

(町名○丁目△番まででかまいません。) 

 

活動曜日･時間 

 

毎週    曜日 

参加者活動時間：  時  分～  時  分（  時間  分） 

※準備･後片付けを含む団体活動時間： 

    時  分～  時  分（  時間  分） 

活動内容  

食事の提供方法 (例：仕出し弁当の配達／参加者全員による調理／団体が調理して提供･･･など) 

参加者自己負担予

定額 

 

居宅要支援被保険者等1人1回     円（内訳     ） 

加入予定の傷害保

険の名称 

(運営リーダー･ボランティアのために加入する予定の保険の名称をご記入ください。未定の場

合はその旨をご記入ください。) 

 

立上げ補助金の請

求の有無(見込み) 

 

（次のいずれかに○）     有   ・   無     

備考   

世田谷区地域デイサービス事業活動団体登録申出書（２枚目） 
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第２号様式（第８条関係） 

 
世田谷区地域デイサービス事業準備補助金交付申請書 

 
年  月  日 

世田谷区長  あて 

地域デイサービス事業準備補助金の交付を受けたいので、裏面の同意事項に同意し、
関係書類を添えて、次のとおり申請します。 

団 体
フ リ

名 称
ガ ナ

 

 
  

代表者
フ リ ガ

氏名
ナ

 ○印  

連絡先氏名   

電話番号  

所 在 地 
(区民団体の場合は代表者住所) 

〒        
世田谷区       丁目    番    号 

活動日時(予定) 
 
 
 

主な活動場所(予定) 
 

活動内容(予定) 

 
 
 
 

参加想定対象者数 
 

活動開始時期(予定) 
 
 
          年     月 

申請金額 
(始めようとしている
活動の準備に要する経

費） 

 
 
（見込み）          円 

※ 補助対象経費のみ記入 
※ 補助金の交付額は１００，０００円が限度 

 

※法人の場合は定款、区民団体の場合は規約を添付してください（作成中の場合は、作成後速やかに
提出すること。）。 

※別紙の収支予定書もご記入ください。 

用紙２ 

裏面の同意事項をご確認ください。 
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(裏) 

 

 

同  意  事  項 

 

   

１ 補助対象の活動団体として、区、区外郭団体等からの、団体活動や事業にかかる補助又

は助成の有無を確認のため、この申請書類の記載事項を区の機関内部で利用すること。 

 

 

２．暴力団員による不当な行為を防止したり、不当な影響を排除したりするために必要な場

合には、補助金の交付決定をしないこと、又は交付決定の取消し、若しくは関係機関から

の意見聴取を行うことがあること。  
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（別紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用紙３ 

収 支 予 定 書 

＜収入＞ 

費目 予定額（円） 内容・内訳 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計  ※支出の合計と同額 

＜支出＞ 

(１)補助対象経費 

費目 予定額（円） 内容・内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）小計  補助対象経費の合計 

(２)補助対象外の経費 

費目 予定額（円） 内容・内訳 

 

 

 

 

 

 

 

  

（２）小計   

(１)＋(２)の合計  ※収入の合計と同額 
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の中を記入してください。

上記の登録する口座に振り込んでください。

世田谷区長　あて

郵便番号

住　所

氏　名 ㊞

ご注意

1 振込口座は、申請する団体の代表者としての口座を記入してください。
もしも、代表者個人の名義の口座を指定する場合は、別途、委任状が必要になります。

2 登録した振込口座を変更する場合は、担当課へご連絡ください。

世田谷区から支払われる

　　　　年　　　　月　　　　日

普　通

氏          名

は、

当　座
※振込先にゆうちょ銀行を希望される場合は、事前にゆうちょ銀
行から発行される振込用の支店名、口座番号が必要です。

支　店　名

預 金 種 別

口 座 番 号

フ リ ガ ナ

※

口座振込依頼書　兼　登録申請書

銀行　・　信用金庫　・　信用組合　・　労働金庫　・　農協金融機関名

用紙４ 
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委   任   状 

 

  

  年  月  日 

 

  

世田谷区長あて 

 

  所在地               

 

団体名称             

 

代表者              ㊞ 

 

  

私は、下記の者に、世田谷区地域デイサービス事業 活動・準備 補助金を受領する権限を

委任いたします。 

 

  

 

  

  

 

所在地              

 

受任者 名称           

 

役職・氏名 

 

 

 

 

※この委任状は、補助金の振込口座を、団体名義もしくは団体代表者名義以外の口座を指定する場合に 

提出してください。 

用紙５ 
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第１号様式（第８条関係） 
 

世田谷区地域デイサービス事業活動補助金交付申請書 
 

年  月  日 
世田谷区長  あて 

地域デイサービス事業活動補助金の交付を受けたいので、裏面の同意事項に同意し、
関係書類を添えて、次のとおり申請します。 

団 体
フ リ

名 称
ガ ナ

 

 
 

代表者
フ リ ガ

氏名
ナ

 ○印  

連絡先氏名   

電話番号  

所 在 地 
(区民団体の場合は代表者住所) 

〒        
世田谷区       丁目    番    号 

活動日時 
 
毎週    曜日      時  分から     時  分
まで 

主な活動場所 
 

活動内容 

 

参加想定対象者数 
 

活動開始時期 
（予定含む） 

 
 
          年     月 

申請金額 

 
（見込み） 活動１回につき      円 
（活動場所に係る補助金の申請額    円） 

会場費の負担 あり ・ なし 
光熱水費の負担 あり ・ なし 

   
※ 活動運営支援経費に係る補助金の交付額は、裏面別表に掲げる額が限度 

※ 活動場所（場所確保経費及び光熱水費）に係る補助金の交付額は、契約書、

料金表等により使用料の根拠が明示できる場合に限り１回３０００円が限度 

※法人の場合は定款、区民団体の場合は規約を添付してください（作成中の場合は、作成後速やかに
提出すること。）。 

※別紙の収支予定書、運営リーダー名簿、年間活動計画書（予定）もご記入ください。 

裏面の同意事項をご確認ください。 

用紙６ 
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 (裏) 

 

 

同  意  事  項 

 

   

１ 補助対象の活動団体として、区、区外郭団体等からの、団体活動や事業にかかる補助又

は助成の有無を確認のため、この申請書類の記載事項を区の機関内部で利用すること。 

 

 

２ 暴力団員による不当な行為を防止したり、不当な影響を排除したりするために必要な場

合には、補助金の交付決定をしないこと、又は交付決定の取消し、若しくは関係機関から

の意見聴取を行うことがあること。  

 

 

 

 

 

 

 

別表 

対象者 補助金の交付額 

１人以上６人未満 １２，０００円 

６人以上１１人未満 １２，５００円 

１１人以上１６人未満 １９，０００円 

１６人以上２１人未満 １９，５００円 

２１人以上２６人未満 ２５，５００円 

２６人以上３１人未満 ２６，０００円 

３１人以上 ３２，５００円 
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（別紙１） 

用紙７ 

収 支 予 定 書 

＜収入＞ 

費目 予定額（円） 内容・内訳 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計   

＜支出＞ 

(１)補助対象経費 

費目 予定額（円） 内容・内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）小計  補助対象経費の合計 

(２)補助対象外の経費 

費目 予定額（円） 内容・内訳 

 

 

 

 

 

 

 

  

（２）小計   

(１)＋(２)の合計   
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（別紙２） 

運営リーダー名簿 

※この名簿で取得した個人情報は、審査の目的以外には一切使用しませんので番地まで記入してくだ
さい。 

 氏  名 住 所 

１ 
(代表者) 

 

(申請書の住所と同じ) 

 

２   

３   

４   

５   

６   

７   

８   

９   

10   

用紙８ 
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（別紙３）       年 間 活 動 計 画 書（予定） 
実施予定日 活動時間   実施場所 実施内容(予定) 

４月 日(  ) 
   日(  ) 
   日(  ) 

日(  ) 
日(  ) 

   

５月 日(  ) 
   日(  ) 
   日(  ) 

日(  ) 
日(  ) 

   

６月 日(  ) 
   日(  ) 
   日(  ) 

日(  ) 
日(  ) 

   

７月 日(  ) 
   日(  ) 
   日(  ) 

日(  ) 
日(  ) 

   

８月 日(  ) 
   日(  ) 
   日(  ) 

日(  ) 
日(  ) 

   

９月 日(  ) 
   日(  ) 
   日(  ) 

日(  ) 
日(  ) 

   

10月 日(  ) 
   日(  ) 
   日(  ) 

日(  ) 
日(  ) 

   

11月 日(  ) 
   日(  ) 
   日(  ) 

日(  ) 
日(  ) 

   

12月 日(  ) 
   日(  ) 
   日(  ) 

日(  ) 
日(  ) 

   

１月 日(  ) 
   日(  ) 
   日(  ) 

日(  ) 
日(  ) 

   

２月 日(  ) 
   日(  ) 
   日(  ) 

日(  ) 
日(  ) 

   

３月 日(  ) 
   日(  ) 
   日(  ) 

日(  ) 
日(  ) 

   

 

用紙９ 


